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警 察 本 部 長  
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   平 成 24年 ７ 月 例 規 （ 会 ） 第 37号  平 成 26年 ９ 月 例 規 （ 会 ） 第 53号   

各 部 長 ・ 参 事 官 ・ 所 属 長  

見 出 し の 要 綱 を 別 添 の と お り 制 定 し 、平 成 20年 １ 月 １ 日 か ら 実 施 す る こ と と し た の で 、誤 り の

な い よ う に さ れ た い 。  

別 添  

千 葉 県 警 察 公 舎 管 理 要 綱  

第 １  趣 旨  

こ の 要 綱 は 、千 葉 県 警 察 が 管 理 す る 公 舎 の 設 置 及 び 管 理 に 関 し 、別 に 定 め る も の の ほ か 、必

要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

第 ２  公 舎 の 種 別  

千 葉 県 公 舎 管 理 規 則（ 昭 和 33年 千 葉 県 規 則 第 26号 。以 下「 規 則 」と い う 。）第 ２ 条 に 規 定 す

る 公 舎 （ 以 下 「 公 舎 」 と い う 。 ） の 種 別 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

１  指 定 公 舎  

職 務 上 の 必 要 か ら 入 居 す る 次 に 掲 げ る 公 舎 を い う 。  

(１ ) 警 察 本 部 長 公 舎  

(２ ) 警 務 部 長 公 舎  

(３ ) 警 察 学 校 長 公 舎  

(４ ) 警 察 署 長 公 舎  

(５ ) 秘 書 官 公 舎  

２  待 機 宿 舎  

犯 罪 や 大 規 模 災 害 等 が 発 生 し た 場 合 の 初 動 措 置 を 行 う 体 制 を 確 保 す る こ と が で き る よ う 、

常 時 職 員 を 集 団 で 居 住 さ せ る た め の 世 帯 用 公 舎 を い う（ 空 港 警 備 隊 員 の た め に 設 置 さ れ た 公

舎 を 除 く 。 ） 。  

３  独 身 寮  

犯 罪 や 大 規 模 災 害 等 が 発 生 し た 場 合 の 初 動 措 置 を 行 う 体 制 を 確 保 す る こ と が で き る よ う 、

常 時 職 員 を 集 団 で 居 住 さ せ る た め の 独 身 者 用 公 舎 を い う 。  

４  一 般 公 舎  

前 記 １ か ら ３ ま で に 掲 げ る 公 舎 以 外 の 公 舎 を い う 。  

第 ３  公 舎 の 名 称 の 基 準  

新 た に 設 置 す る 公 舎 の 名 称 の 基 準 は 、 次 に よ る も の と す る 。  

１  公 舎 の 名 称  

(１ ) 指 定 公 舎  

公 舎 の 貸 与 を 受 け た 者 （ 以 下 「 入 居 者 」 と い う 。 ） の 職 名 を 冠 す る も の と す る 。  

(２ ) 待 機 宿 舎 、 独 身 寮 及 び 一 般 公 舎  

原 則 と し て 当 該 公 舎 の 所 在 す る 町 名 を 冠 す る も の と す る 。  

２  公 舎 の 名 称 に 関 す る 事 務  

総 務 部 会 計 課 長 が 行 う も の と す る 。  

第 ４  公 舎 管 理 者 の 代 理 者  

次 の 者 を 規 則 第 ３ 条 に 規 定 す る 公 舎 管 理 者 （ 以 下 「 公 舎 管 理 者 」 と い う 。 ） の 代 理 者 と し 、

公 舎 管 理 者 の 事 務 の 一 部 を 行 わ せ る も の と す る 。  

１  警 備 部 第 一 機 動 隊 長  



(１ ) 隊 員 の た め に 設 置 さ れ た 独 身 寮 の 維 持 及 び 管 理 に 関 す る こ と 。  

(２ ) 規 則 第 12条 第 １ 項 に 規 定 す る 公 舎 貸 与 申 込 書 の 受 理 及 び 規 則 第 13条 第 ２ 項 に 規 定 す

る 貸 与 承 認 書 を 交 付 す る 事 務 に 関 す る こ と 。  

２  警 務 部 厚 生 課 長  

(１ ) 警 察 本 部 に 勤 務 す る 職 員 の た め の 独 身 寮 の 維 持 及 び 管 理 に 関 す る こ と 。  

(２ ) 警 察 本 部 に 勤 務 す る 職 員 の た め の 公 舎（ 以 下「 本 部 管 理 公 舎 」と い う 。）で 、警 備 部

第 一 機 動 隊 員 の た め に 設 置 さ れ た 独 身 寮 以 外 の 公 舎 に 係 る 規 則 第 12条 第 １ 項 に 規 定 す る

公 舎 貸 与 申 込 書 の 受 理 及 び 規 則 第 13条 第 ２ 項 に 規 定 す る 貸 与 承 認 書 を 交 付 す る 事 務 に 関

す る こ と 。  

(３ ) 本 部 管 理 公 舎 に 係 る 規 則 第 12条 第 ２ 項 に 規 定 す る 駐 車 場 貸 与 申 込 書 の 受 理 及 び 規 則

第 13条 第 ３ 項 に 規 定 す る 当 該 駐 車 場 の 貸 与 の 承 認 を す る 事 務 に 関 す る こ と 。  

第 ５  管 理 人  

公 舎 管 理 者 は 、 必 要 に 応 じ 待 機 宿 舎 に 宿 舎 管 理 人 を 置 く も の と す る 。  

１  宿 舎 管 理 人 は 、原 則 と し て 入 居 者 の 互 選 で 選 出 す る も の と し 、宿 舎 管 理 人 に 選 出 さ れ た 者

は 、 「 管 理 人 選 任 願 」 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） を 公 舎 管 理 者 に 提 出 す る も の と す る 。  

２  公 舎 管 理 者 又 は 公 舎 管 理 者 の 代 理 者（ 以 下「 公 舎 管 理 者 等 」と い う 。）は 、独 身 寮 の 管 理

上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、自 所 属 の 職 員 の 中 か ら 適 当 と 認 め る 者 を 寮 管 理 人 に 指 名 す る

も の と す る 。  

３  宿 舎 管 理 人 及 び 寮 管 理 人（ 以 下「 管 理 人 」と い う 。）は 、公 舎 管 理 者 等 が 、「 管 理 人 指 名

書 」 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） を 交 付 し て 指 名 す る も の と す る 。  

４  前 項 の 規 定 に よ り 指 名 さ れ た 管 理 人 は 、 次 の 事 務 を 処 理 す る も の と す る 。  

(１ ) 公 舎 の 共 同 施 設 及 び 空 き 室 の 管 理 に 関 す る こ と 。  

(２ ) 次 記 第 14に 規 定 す る 総 務 部 会 計 課 長 へ の 事 故 の 速 報 に 関 す る こ と 。  

(３ ) 公 舎 の 入 居 及 び 明 け 渡 し の 際 の 立 ち 会 い に 関 す る こ と 。  

(４ ) 公 舎 管 理 者 等 の 指 示 す る 事 項 に 関 す る こ と 。  

第 ６  鍵 管 理 者  

公 舎 管 理 者 等 は 、管 理 人 又 は 自 所 属 の 職 員 の 中 か ら「 鍵 管 理 者 」を 指 名 し て 、公 舎 の 鍵 を 管

理 さ せ る も の と す る 。  

な お 、 鍵 の 管 理 要 領 は 、 公 舎 管 理 者 等 が 別 に 定 め る 。  

第 ７  無 料 公 舎  

「 千 葉 県 警 察 の 処 務 に 関 す る 訓 令 」（ 昭 和 60年 本 部 訓 令 第 ５ 号 ）第 68条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、

署 長 が 、署 長 公 舎 以 外 の 公 舎 に 居 住 す る 場 合 に は 、当 該 公 舎 の う ち 署 長 に 貸 与 す る 公 舎 を 署 長

公 舎 と み な し て 無 料 で 貸 与 す る 。  

第 ８  公 舎 の 駐 車 場  

１  公 舎 の 駐 車 場 を 使 用 す る こ と が で き る 者 は 、当 該 公 舎 の 入 居 者 で 、次 の い ず れ に も 該 当 す

る 自 動 車 を 所 有 す る 者 と す る 。  

(１ ) 駐 車 場 に 保 管 し よ う と す る 自 動 車 が 、当 該 公 舎 の 入 居 者 又 は 同 居 の 家 族 が 所 有 す る 自

動 車 で あ る こ と 。  

(２ ) 駐 車 場 に 保 管 し よ う と す る 自 動 車 が 、当 該 公 舎 の 所 定 の 場 所 に 保 管 す る こ と が で き る

大 き さ の 四 輪 自 動 車 で あ る こ と 。  

２  有 料 公 舎 の 入 居 者 が 駐 車 場 の 貸 与 を 受 け よ う と す る 場 合 は 、本 部 管 理 公 舎 に つ い て は 公 舎

管 理 者 の 代 理 者 へ 、各 署 で 管 理 す る 公 舎 に つ い て は 各 署 長 へ 、「 駐 車 場 貸 与 申 込 書 」（ 別 記

第 ３ 号 様 式 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  公 舎 管 理 者 等 が 駐 車 場 を 貸 与 す る 場 合 の 承 認 は 、「 駐 車 場 貸 与 承 認 書 」（ 別 記 第 ４ 号 様 式 ）

に よ り 行 う も の と す る 。  

４  入 居 者 が 、駐 車 場 の 使 用 を 開 始 す る 場 合 の 届 け 出 は 、「 駐 車 場 使 用 開 始 届 」（ 別 記 第 ５ 号

様 式 ） を 公 舎 管 理 者 等 へ 提 出 す る こ と に よ り 行 う も の と す る 。  



５  入 居 者 が 、貸 与 を 受 け て い る 駐 車 場 の 使 用 を 中 止 す る と き は 、「 駐 車 場 使 用 中 止 届 」（ 別

記 第 ６ 号 様 式 ） を 公 舎 管 理 者 等 へ 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

６  駐 車 場 の 使 用 者 は 、車 両 番 号 を 変 更 し た と き は 、速 や か に 当 該 自 動 車 の 検 査 証 の 写 し を 公

舎 管 理 者 等 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

７  駐 車 場 の 使 用 者 は 、 次 の 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 駐 車 場 を 自 動 車 の 保 管 以 外 の 用 途 に 使 用 し な い こ と 。  

(２ ) 指 定 さ れ た 場 所 以 外 の 場 所 に 自 動 車 を 駐 車 し な い こ と 。  

(３ ) 貸 与 承 認 を 得 た 駐 車 場 を 転 貸 し な い こ と 。  

(４ ) 自 動 車 を 格 納 す る た め の 工 作 物 を 設 置 し な い こ と 。  

(５ ) 住 宅 環 境 を 乱 す 悪 臭 、 騒 音 等 を 発 し な い こ と 。  

(６ ) 他 の 使 用 者 等 に 迷 惑 を 掛 け る よ う な 行 為 を し な い こ と 。  

(７ ) 前 記 (１ )か ら (６ )ま で に 掲 げ る 事 項 の ほ か 、公 舎 管 理 者 等 が 禁 止 す る 行 為 を し な い こ

と 。  

第 ９  貸 付 料 の 納 付  

１  月 の 初 日 に 入 居 し て い る 者（ 月 の 初 日 に 入 居 し た 者 を 除 く ）は 、貸 付 料 を 毎 月 25日（ そ の

日 が 土 曜 日 、 日 曜 日 又 は 休 日 （ 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 23年 法 律 第 178号 ） に 規 定 す

る 休 日 を い う 。以 下 、「 休 日 等 」と い う 。）に 当 た る 場 合 に あ っ て は 、そ の 日 後 に お い て 最

も 近 い 休 日 等 で な い 日 ） ま で に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 １ 以 外 の 入 居 者 は 、貸 付 料 を 納 入 通 知 書 に 定 め ら れ て い る 納 期 限 ま で に 納 付 し な け れ ば

な ら な い 。  

第 10 明 渡 し の 猶 予  

入 居 者 が 、公 舎 を 明 け 渡 さ な け れ ば な ら な い 場 合 に お い て 、や む を 得 な い 理 由 が あ り 、公 舎

を 明 け 渡 し す る こ と が で き な い 場 合 の 公 舎 明 け 渡 し 猶 予 の 申 請 は 、「 明 渡 延 期 願 」（ 別 記 第 ７

号 様 式 ） を 公 舎 管 理 者 等 へ 提 出 す る こ と に よ り 行 う も の と す る 。  

第 11 公 舎 明 渡 し 時 の 検 査  

入 居 者 が 、 公 舎 を 明 け 渡 す と き の 公 舎 管 理 者 等 の 検 査 は 、 次 に よ り 行 う も の と す る 。  

１  公 舎 管 理 者 等 は 、 自 所 属 の 職 員 の 中 か ら 検 査 員 を 指 名 し て 検 査 に 当 た ら せ る も の と す る 。

な お 、 必 要 に 応 じ 、 検 査 員 に 替 え 委 託 業 者 を 検 査 に 当 た ら せ る こ と が で き る も の と す る 。  

２  検 査 は 、退 居 者 を 立 ち 会 わ せ て 行 う も の と す る が 、立 ち 会 い が で き な い 場 合 に は 、退 居 者

の 所 属 す る 所 属 長 が 指 名 し た 職 員 を 立 ち 会 わ せ て 行 う も の と す る 。  

な お 、 管 理 人 を 可 能 な 限 り 検 査 に 立 ち 会 わ せ る も の と す る 。  

３  公 舎 管 理 者 等 は 、検 査 の 結 果 、次 に 入 居 す る 者 の 公 舎 の 使 用 に 支 障 を 及 ぼ す も の と 認 め ら

れ る 異 常 が あ る と き は 、規 則 第 25条 及 び 次 記 第 12に 規 定 す る「 入 居 者 の 負 担 」に 基 づ き「 原

状 回 復 通 知 書 」 （ 別 記 第 ８ 号 様 式 ） に よ り 入 居 者 に 修 繕 を 指 示 す る も の と す る 。  

４  入 居 者 は 、前 ３ に 規 定 す る 指 示 に 基 づ き 、公 舎 を 修 繕 し た 場 合 は 、原 状 回 復 通 知 書 の 修 繕

完 了 欄 に 記 名 押 印 し 、 検 査 員 を 経 由 し て 公 舎 管 理 者 等 に 提 出 す る も の と す る 。  

第 12 入 居 者 の 負 担  

入 居 者 は 、公 舎 の 使 用 に 伴 う 別 表「 入 居 者 の 負 担 」に 掲 げ る 費 用 を 負 担 す る も の と す る 。た

だ し 、 無 料 公 舎 に つ い て は 、 規 則 第 25条 に 規 定 す る 場 合 を 除 く ほ か 適 用 し な い も の と す る 。  

第 13 公 舎 の 空 き 室 等 の 点 検  

公 舎 管 理 者 等 は 、自 所 属 の 職 員 の 中 か ら 点 検 者 を 指 名 し 、人 事 異 動 期 そ の 他 の 必 要 と 認 め ら

れ る 時 期 に 、そ れ ぞ れ が 管 理 す る 公 舎 の 空 き 室 内 の 状 況 及 び 鍵 の 管 理 状 況 に つ い て 、「 空 室 等

点 検 簿 」 （ 別 記 第 ９ 号 様 式 ） に よ り 点 検 を 行 い 、 そ の 結 果 を 記 載 し て 保 管 す る も の と す る 。  

第 14 事 故 の 速 報 等  

入 居 者 は 、そ の 使 用 す る 公 舎 が 天 災 事 変 等 に よ り き 損 し 、又 は 滅 失 し た と き は 、「 公 舎 被 害

状 況 報 告 書 」（ 別 記 第 10号 様 式 ）に よ り 公 舎 管 理 者 等 を 経 由 し て 、総 務 部 会 計 課 長 に 速 報 す る

も の と す る 。  



別 表 （ 第 12）  

入 居 者 の 負 担  

  

 修 理 箇 所  修 理 内 容   

 建 物  基 礎 ・ 内 部 造 作  ・ 壁 の ク ロ ス 張 替 え 又 は 塗 替 え （ 注 ）   

   屋 根  ・ 雨 樋 の 清 掃   

   建 具  ・ 硝 子 の 入 れ 替 え 及 び 障 子 の 張 替 え   

     ・ 網 戸 の 張 替 え   

     ・ カ ー テ ン の 取 付 け   

     ・ ふ す ま の 張 替 え   

     ・ 建 具 の 簡 単 な 修 理   

   畳  ・ 表 替 え 、 裏 返 し （ 注 ）   

 敷 地  敷 地  ・ 雑 草 の 除 去 及 び 庭 園 管 理   

     ・ 樹 木 整 枝 、 樹 木 の 手 入 れ （ 害 虫 駆 除 含 む 。 ）   

   塀 ・ 垣 根  ・ 門 等 の 簡 単 な 修 理   

     ・ 生 垣 の 整 枝   

 付 帯 設

備  

給 排 水 設 備  ・ 水 道 蛇 口 パ ッ キ ン 取 替 え   

   ・ 洗 面 器 の 栓 及 び 鎖 の 取 替 え   

     ・ 配 水 管 及 び 下 水 溝 の 清 掃   

     ・ 給 排 水 設 備 の 簡 単 な 修 理   

   台 所 設 備  ・ ガ ス コ ン ロ の 設 置   

     ・ 換 気 扇 の 修 理 及 び 清 掃   

     ・ 台 所 設 備 の 簡 単 な 修 理   

   浴 室 設 備  ・ 風 呂 釜 、 浴 槽 の 簡 単 な 修 理   

     ・ 浴 槽 の 栓 の 取 替 え   

   電 気 設 備  ・電 球 、笠 、ス イ ッ チ 、ヒ ュ ー ズ 、ソ ケ ッ ト 、コ ン セ ン ト 、コ

ー ド 等 の 修 理 及 び 取 替 え  

 

     ・ 呼 鈴 の 修 理   

   ガ ス 設 備  ・ ガ ス 付 属 品 （ ゴ ム 管 等 ） の 修 理 及 び 取 替 え   

   衛 生 設 備  ・ 便 器 、 水 洗 便 所 及 び そ の 他 衛 生 設 備 に 係 る 簡 単 な 修 理   

 そ の 他  ・ 公 舎 周 辺 用 地 の 清 掃   

     ・ 入 居 者 が 設 置 し た 設 備 等 の 修 理 及 び 取 替 え   

     ・過 失 に よ る 破 損 及 び 故 障 等 は 、原 則 と し て 入 居 者 負 担 と す る  

注 ： 総 務 部 会 計 課 長 が 指 定 し た 公 舎 に つ い て 適 用 す る 。  

以 下  様 式 省 略  


